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備後畳表をユネスコ無形文化遺産へ 
～日本建築文化を守る歩みに学ぶ～ 

講  師 佐藤 圭一 さん 

と   き  ３月２１日（日） 開場 １３：００ 開演 １３：３０ 

会  場 西部市民センター ５階 多目的室／定員：２０人 

受講料 無料／申込みが必要です 

申込み・問合せ 電話：０８４－９３４－５４４３ 

E-mail：matunaga-shougai-gakushuu@city.fukuyama.hiroshima.jp  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

２０２０年（令和２年）１２月６日（日），福山市東村旧学校施設（旧東村小学校）屋内運動場

で開催した講演会を，期間限定で You Tube に動画を配信しています。 

 持続可能な地域づくりにむけて，とても参考となる講演会でしたので，ぜひご覧ください！！ 

【注意】配信期間：２０２１年（令和３年）４月３０日（金）まで 

 

【You Tube 動画視聴方法】 

（１）福山市東村公民館のホームページから動画を 

視聴する方法 

① インターネット等から「福山市東村公民館」を 

検索し，東村公民館のホームページを開く。 

② 開催報告に掲載しているリンク先を押す。 

（動画は前半と後半の２種類があります。） 

（２）You Tube から検索し，動画を視聴する方法 

① You Tube を起動する。 

② 🔍ボタンを押し，「地域を再起動する」「東村」 

などのキーワドで検索する。 

発 行 松永生涯学習センター編集室 
住 所 福山市松永町三丁目１番２９号 
電 話 ０８４－９３４－５４４３ 
ＦＡＸ ０８４－９３４－８２５１ 
 

メール matunaga-shougai-
 gakushuu@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ままななびび 
(QRコード) 

【新型コロナウイルス対策のお願い】 

・緊急時の連絡先など，情報提供をお願いします。 

・マスクを着用してご来場ください。 

・手指消毒と検温をお願いします。 

・体温が 37.5度以上の場合は入場できません。 

【オンライン配信について】 

・ミーティングＩＤはメールでお知らせします。 

・詳しくはお問合せください。 

オンライン配信します ＺＯＯＭ ミーティング／定員：１００人 



― 認め合おう みんな違って あたりまえ ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりパスポート事業について，小～大学生までの将来のまちづくりの主役となる子どもたちを対象に制

度の充実を図るため，2021年（令和 3年）4月 1日から「対象者」と「ポイント数」が変更となります。ご

理解とご協力をお願いします。 

まちパスの対象者についてどう変わるの？ 

Ａ 対象者は，市内に在住または通学する小・中・高等学校の児童・生徒，専門学校生及び大学生のみ 

となり，ご家族の皆さんはポイントの対象となりません。 

変更後 市内に在住または通学する小・中・高等学校の児童・生徒，専門学校生及び大学生 

変更前 市内に在住または通学する小・中・高等学校の児童・生徒，専門学校生，大学生及びその家族 

Ｑ これまで家族として集めたポイントは交換特典できるの？  

Ａ できます。各特典交換窓口で 2022年（令和 4年）3月 31日までに交換してください。それ以

降の交換はできませんので早めの交換をお願いします。ただし，未就学児が集めたポイント

は，実施対象者（小学生～大学生）となるうちは有効です。また，ご自身で集めたポイント

は他の人に譲ることはできません。   

Ｑ ポイント数はどう変わるの？ 

Ａ 講座等での学習・体験活動のポイント数が一律２５ポイントになります。 

変更後 一律２５ポイント 

変更前 2時間未満２５ポイント，２時間以上５０ポイント 
 

※ボランティア活動のポイント数に変更はありません。 

（１時間毎に２５ポイント，一日上限８時間２００ポイント） 

 

 

【お問合せ先】 

福山市市民局まちづくり推進部 

協働のまちづくり課 

電話：（０８４）９２８－１０５１ 

【2021年（令和 3年）4月 1日から】 

まちパスの「対象者」と「ポイント数」が変わります 
 

補助金採択団体の活動事例 

 変更前 

 変更前 

 市内に在住または通学する小・中・高等学校の児童・生徒，専門学校生及び大学生 

 ２時間未満２５ポイント，２時間以上５０ポイント 



―高めあう 人権感覚 豊かな未来― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<３月の行事> 

☆展示「つまようじアート『常夜灯』」 

●期 間 ３月１７日（水）～４月１９日（月） 

●ところ 松永図書館 展示コーナー 

●内 容 近畿大学附属広島中学校福山校の生徒が

つまようじで制作した「常夜灯」を展示

します。 

☆展示「初めてでも安心！新生活を応援」 

●期 間 ３月１７日（水）～４月１９日（月） 

●ところ 松永図書館 展示コーナー 

●内 容 料理や裁縫などの基本やビジネスマナー

を紹介した本などの展示と貸出 

 

＜＜図書館のお休み＞＞  

３月１６日（火） 休館日 

 
      
☆社会教育活動事業 

 ご存知ですか？災害時の避難支援制度 

●と き ３月１１日(木)１９時３０分～２１時 

●ところ 高西公民館 

●内 容 福山市の取り組みや暮らしに役立つ情報

を市の職員がわかりやすく説明します。 

●対象者 成人一般 

●講 師 福山市保健福祉局福祉部福祉総務課職員 

●定 員 ２０人 

●申込み 必要【２月２６日（金）まで】 

●持参物 なし 

☆まちづくりふれあい事業 

 大正琴体験教室 

●と き ３月１６日(火)１０時～１１時 

●ところ 高西公民館 

●内 容 大正琴初心者講座 

●対象者 成人一般 

●講 師 高橋 美紀恵 さん（琴
きん

城 流
じょうりゅう

） 

●定 員 ５人 

●申込み 必要【３月１１日（木）まで】 

●持参物 なし 

●申込み・問合せ 高西公民館へ 

 
      
☆社会教育活動事業 

 相続の基礎知識とお金の活かし方 

 ～エンディングノートを書いてみよう～ 

●と き ３月１１日（木）１３時３０分～１５時 

●ところ 藤江公民館２階大会議室 

●内 容 講義 

 ●対象者 成人一般 

●講 師 菅尾 吾子 さん 

（Accomplish Agency 合同会社） 

●定 員 １０人 

●申込み 必要【３月９日（火）まで】 

●参加費・材料費 １００円（エンディングノート代として） 

●持参物 なし 

●申込み・問合せ 藤江公民館へ 

 
      
☆人権啓発講座 

 ミュージック・ケア「みんなちがってみんないい」 

●と き ３月６日（土）１０時～１２時 

●ところ 神村コミュニティセンター 

●内 容 保護者と子どもが一緒に楽しめる音楽療法  

 ●対象者 小学生 

●講 師 北川 宜子 さん 

●定 員 （ミュージック・ケア）５組まで 

     （個別相談）３組まで 

●申込み 必要 

●持参物 飲み物，タオル 

☆人権啓発講座 

 施設利用者学習会 

●と き ３月６日（土）１３時～１４時３０分 

●ところ 神村コミュニティセンター 体育館 

●内 容 ①コミュニティセンターの利用についての説明 

     ②講演会「インターネットで広がる差別と人権」 

●対象者 施設利用者及び全市民 

●講 師 山下 真澄 さん 

     （部落解放同盟広島県連合会副委員長） 

●申込み 不要 

●問合せ 神村コミュニティセンターへ 

                         
      
☆まちづくり推進事業・子育て支援事業                

 「げんきっズ広場」～春を呼ぶハンドベル～     

●と き ３月１９日（金）１０時～１１時３０分     ●定 員 １５組【定員なり次第締切】      

●ところ 今津交流館                               ●申込み 必要 

●内 容 ハンドベルの演奏                         ●持参物 飲み物 

 ●対象者 小さなお子さんと保護者                   ●申込み・問合せ 今津交流館へ 

●講 師 スマイルママ 
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「SDGs」（エス ディー ジー ズ）は，「Sustainable Development Goals」の頭文字で，「持続可能な開発の

ための目標」という意味です。ユニセフ （国際連合児童基金） が，すべての人が幸福に暮らし続けるため

に提唱したもので，１７の目標 と１６９の具体的な行動の項目を定めています。「まなび」では１７の目標

を連載で紹介し，関連する記事に目標のアイコンとロゴを掲載しています。 

今月は  11 住み続けられる まちづくりを 

■世界の人口の半数以上は都市に集中し
増え続けています。 

・都市では，所得を増したり新しい サービス

や交通手段の恩恵を受ける可能性が多くあ

ります。 

・一方で，貧困層の生活はさらに厳しくなって

います。 

 

■住み続けられるまちづくりのために求めら
れていること 

・衛生など，スラムの問題を解決する取組 

・全ての人への，公共サービスの提供 

・災害や貧困対策 

・脆弱な立場の人の安全な輸送手段の確保 

など 

SDGs 17 の目標紹介 

冬のある日…。地面を耕したり掘ったりしてい

ると，どこからか野鳥が傍らに舞い降りてこちら

をうかがっていました。幼虫など，土中の“御馳

走”を探している様子…。寒い季節の作業ゆえ，

愛くるしい小鳥の訪問に心が和みます。お礼に，

出てきた“御馳走”を投げてやると，サッとくわ

えて飛び立ち，また来てお代わりをねだる様子…。 

胸毛の赤いその鳥は「アカハラ」という渡り鳥

でした。夏は北日本に，冬は本州南部あたりに渡

るそうです。 

 3月…。東日本大震災が発生して 10年目を迎

えます。「いまだ癒えぬ傷」の報道を見聞きし，２

月に福島県や宮城県を襲った地震では，さぞ怖い

 3月…。東日本大震災が発生して 10年目を迎え

ます。「いまだ癒えぬ傷」の報道を見聞きし，先日

の福島県や宮城県を襲った地震では，さぞ怖い思

いをされたのではと案じます。 

 春のある日…，福山を飛び発って北日本に渡る

「アカハラ」が，今度は東北のみなさんの傍らに

舞い降りて，愛くるしい和みを届けてほしいと願

います。 

陸の豊かさも守ろう 

SDGs 

11 

松永 の 桜 紹介 

問合せ 松永生涯学習センター 
電 話（０８４－９３４－５４４３） 

西部市民センター まなびサロン２月 

◆期間 

３月２０日（土）～４月５日（月） 

◆場所 

  西部市民センター１階 エントランス 
                  

【展示】  

桜の季節がやって来ました。 

昨年の春は，見られずじまい だった人も 

いらっしゃるのでは… と 

思います。 

散歩がてら お近くの桜を 

訪ねてみませんか。 


